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【開会  午前１０時００分】 

 

◎開会・開会宣言 

○教育長 本日、令和３年第１０回教育委員会会議を招集いたしました。出席ご苦労様で

す。 

本日の出席者は３名です。定足数の出席を認めます。よって、令和３年第１０回八雲町

教育委員会会議を開会いたします。 

本日の会議日程は、お手元に配布のとおりです。それでは、直ちに本日の会議を開きま

す。 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員に、福田浩子委員を指名いたします。 

 

◎日程第２ 議案第１号 

○教育長 日程第２ 議案第１号「八雲町学校給食センター運営委員会委員の委嘱につい

て」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○給食センター所長 議案第１号八雲町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

説明いたします。議案書１ページをお開き願います。 

学校給食センター運営委員会委員は、八雲町学校給食センター設置条例第４条第２項に

より、給食センターの円滑な運営を図るため、２０人以内で組織し、学校の職員、父母の

代表者、学識経験者を教育委員会が委嘱することとなっており、この度、前委員の任期満

了により、議案書記載の１４名を新たに委嘱するものです。 

内訳は、学校の職員が４名、保護者代表が９名、病院薬剤師１名であり、再任が９名、

新任が５名となっております。 

なお、委員の任期は、条例第４条第３項の規定により、本年１０月１日から令和４年９

月３０日までの１年間となっております。 

以上、議案第１号の説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 



 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第１号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第１号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第３ 議案第２号 

○教育長 日程第３ 議案第２号「八雲町社会教育委員兼八雲町公民館運営審議会委員の

委嘱について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○社会教育課長 議案第２号八雲町社会教育委員兼八雲町公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて説明いたします。議案書２ページをお開きください。 

社会教育委員は、社会教育法第１５条第１項及び第２９条第１項並びに八雲町社会教育

委員条例第３条及び第４条の規定により、社会教育に関して助言するため、学校教育及び

社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から教

育委員会が委嘱することとなっております。 

また、条例第２条の規定により、委員の定数は２０人以内と定められており、この度、

議案書記載の１４名を委嘱するものです。 

委員の内訳は、学校教育関係者３名、社会教育関係者６名、家庭教育の向上に資する活

動を行う者並びに学識経験者５名です。再任１１名、新任３名となっております。 

また、八雲町公民館条例第１５条に基づき、公民館運営審議会委員につきましては、八

雲町社会教育委員をもって充てることとなっておりますので、社会教育委員が兼務するこ

とになります。 

なお、委員の任期は本年１０月１日から令和５年９月３０日までの２年間となっており

ます。 

以上、議案第２号の説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第２号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第２号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第４ 議案第３号 

○教育長 日程第４ 議案第３号「八雲町立図書館協議会委員の任命について」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○図書館長 議案第３号八雲町立図書館協議会委員の任命について説明いたします。議案

書４ページを開きください。 

図書館協議会は、八雲町立図書館条例第１６条の規定により設置されており、図書館の

健全かつ円滑な運営を図るため、７人以内で組織し、学校教育及び社会教育の関係者並び

に学識経験のある方の中から教育委員会が任命することとなっており、この度、議案書記

載の６名を任命するものです。 



委員の内訳は、学校教育関係者１名、社会教育の関係者３名、学識経験者１名、一般公

募１名です。全員再任となっております。 

なお、委員の任期は本年１０月１日から令和５年９月３０日までの２年間となっており

ます。 

以上、議案第３号の説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第３号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第３号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第５ 議案第４号  

○教育長 日程第５ 議案第４号「八雲町文化財保護審議会委員の任命について」を議題

といたします。事務局の説明を求めます。 

○社会教育課長 議案第４号八雲町文化財保護審議会委員の任命について説明いたしま

す。議案書５ページをお願いします。 

文化財保護審議会は、八雲町文化財保護条例第１３条、第１５条及び第１６条の規定に

より、文化財の保存及び活用に関する重要事項について審議するため、１０人以内で組織

し、学識経験を有する者から教育委員会が任命することとなっており、この度、議案書記

載の７名を任命するものです。再任６名、新任１名となっております。 

なお、委員の任期は本年１０月１日から令和５年９月３０日までの２年間となっており

ます。 

以上、議案第４号の説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第４号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第４号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第６ 議案第５号 

○教育長 日程第６ 議案第５号「八雲町スポーツ推進審議会委員兼八雲町総合体育館運

営委員会委員の任命について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○体育課長 議案第５号八雲町スポーツ推進審議会委員兼八雲町総合体育館運営委員の任

命についてご説明申し上げます。議案書６ページをお開き下さい。 

八雲町スポーツ推進審議会委員は、スポーツ基本法第３１条で、市町村に地方スポーツ

推進に関する重要事項を調査審議させるためスポーツ推進審議会を置くことができると定

められ、八雲町スポーツ推進審議会条例第４条の規定により、学識経験のある者、関係行

政機関の職員から教育委員会が町長の意見を聴いて任命することとなっており、この度、

任期満了を迎えたことから、議案記載の５名を任命しようとするものです。 



任命する委員の内訳は、学識経験者として、町内競技スポーツ団体で組織する八雲・熊

石体育協会からそれぞれ１名、地域スポーツの振興関係者として、町内会等で組織してい

る地域スポーツ団体から１名、町民のスポーツ振興のため町が委嘱しているスポーツ推進

委員から１名、児童・生徒スポーツ振興の関係者として、中学校体育連盟から１名を任命

するもので、うち３名を再任し、２名が新任です。任期は、八雲町スポーツ推進審議会条

例第６条の規定により、令和３年１０月１日から令和５年９月３０日までの２年間となっ

ております。 

なお、八雲町総合体育館条例第５条の規定で、総合体育館運営委員は、八雲町スポーツ

推進審議会委員をもって充て、その任期はスポーツ推進審議会委員の任期によると規定さ

れていることから、あわせて任命するものであります。 

以上、議案第５号の説明とさせていただきます。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第５号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第５号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第７ 議案第６号 

○教育長 日程第７ 議案第６号「八雲町スポーツ推進委員の委嘱について」を議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

○体育課長 議案６号八雲町スポーツ推進委員の委嘱についてご説明申し上げます。議案

書７ページをお開きください。 

スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第３２条第１項で、当該市町村におけるスポーツ

推進に係る体制整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を

有し、必要な熱意と能力を有するものの中から、市町村教育委員会が委嘱することとなっ

ており、この度任期満了を迎えたことから、議案書記載のとおり１４名を委嘱するもので

す。 

 委嘱する委員の内訳は、地域スポーツ団体推薦として４名、学校関係者として町内各学

校から５名、スポーツに関心と理解があるものとして教育委員会が推薦するもの５名であ

り、再任が１３名、新任が１名となっています。 

任期は、八雲町スポーツ推進委員規則第５条に基づき、令和３年１０月１日から令和５

年９月３０日までの２年間となっております。 

なお、今回の委嘱にあたり、八雲町自治基本条例第１７条の規定により委員の公募を行

いましたが、応募はありませんでした。 

 以上、議案第６号の説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第６号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 



○教育長 ご異議がございませんので、議案第６号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第８ 議案第７号 

○教育長 日程第８ 議案第７号「八雲町指定文化財の指定について」を議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

○社会教育課長 議案第７号八雲町指定文化財の指定について説明いたします。議案書８

ページをお開きください。 

本件は、八雲町文化財保護条例第４条の規定に基づき、第８回八雲町教育委員会議にお

いて、八雲町文化財保護審議会に諮問することとした八雲町の文化財２件３個について、

同審議会からの答申を受け、八雲町指定文化財として指定しようとするものです。 

議案書９ページにありますように、八雲町文化財保護審議会において、候補物件につい

て協議・検討いただき、八雲町文化財に指定することが望ましいという答申をいただきま

した。 

その内容について、前回より変更となった点について説明いたします。議案書１０ペー

ジをお開きください。 

 八雲町指定文化財候補物件１件目は、名称「北海道第１号の木彫り熊とモデルとなった

スイス製木彫り熊」です。 

 この答申書の中の「５八雲町指定文化財の指定を適当と認める理由」において、文言を

一部整理しており、「６所有者」について、諮問書と変更となっており、議案書記載のとお

り確認してございますが、所有者の希望により公表する場合は非公開とすることとしてお

ります。 

また、「８文化財の所在」について八雲町郷土資料館を付け加えております。 

続いて、議案書１２ページをお開きください。同じく候補物件２件目は、名称「家形石

製品」です。 

本物件については、「５八雲町指定文化財の指定を適当と認める理由」において、文言を

一部整理しております。 

 なお、今回指定する文化財については、すでに八雲町木彫り熊資料館・郷土資料館にお

いて常設展示しておりますが、町の重要な文化財として町民に改めて広く周知してまいり

ます。 

以上、議案第７号八雲町指定文化財の指定についての説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

○松永委員 候補物件１件目の所有者が、公表する場合は非公開というのは、自分が所有

しているということを非公開にしてほしいということでよろしかったでしょうか。 

○社会教育課長 はい。所有者について、非公開とすることです。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第７号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 



○教育長 ご異議がございませんので、議案第７号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第９ 議案第８号 

○教育長 日程第９ 議案第８号「教育財産（旧泊川小学校校舎等施設）の所管換え及び

種別替えについて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○熊石教育事務所長 議案第８号教育財産旧泊川小学校校舎等施設の所管換え及び種別替

えについてご説明申し上げます。議案書１４ページからになります。 

 本件は、平成２９年３月末で閉校した旧泊川小学校の校舎について、パソコンなどの再

生事業を展開するリングロー株式会社、本社東京都から、「おかえり集学校」の全国規模長

期プロジェクトで、道内初拠点として、旧泊川小学校を人々が集いつながるＩＴ拠点の再

生目的のため、施設を活用したいとの申し出を受け、町としても遊休施設の有効活用と今

後当該法人の活動を通じて少子高齢化対策や雇用創出を含めた様々な面で持続可能な地域

づくりの向上にも期待ができることから、貸付契約を締結し無償で貸与することとしたく、

併せて常駐する職員の入居場所として現在空き住宅の関内地区教職員住宅の提供も行う事

業概要です。町財産の今後の有効活用を図るため、普通財産への種別替えと併せて総務課

への所管換えについて議決を求めるものでございます。 

 １５ページをご覧願います。所管換え及び種別替えをしようする施設につきましては、

旧泊川小学校校舎鉄筋コンクリート造２階建て、昭和６３年度取得、床面積１，３２６平

方メートル及び熊石地域内で現在空き住宅となっている関内地区教職員住宅木造平屋建て、

平成８年度取得、床面積６５．４１平方メートルです。 

所管換えを受ける財産管理者は、八雲町総務課です。 

所管換え及び種別替え年月日は令和３年１１月１日です。 

なお、普通財産に切替え後、１１月に熊石地域で住民向け説明会、１２月に財産の無償

貸付についての議会への上程、そして早ければ４年１月には貸付契約を締結し、４月にプ

レオープンするスケジュールを計画しております。 

以上、議案第８号についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

○松永委員 「おかえり集学校」というのは、具体的にどのような活動をするのでしょう

か。 

○熊石教育事務所長 「おかえり集学校」というのは、リングロー株式会社で全国の各都

道府県に各１か所ずつ設置したいと考えている計画でございまして、そのうち全国でプレ

オープンも含めて６か所開設中でございまして、地元に合ったようなスタイルでＩＴ交流

の拠点として施設を活用するほか、地元にマッチングするような集い、楽しむ、相談する、

遊ぶ、学ぶというようなイベントを取り組むような内容でございます。名称に「学校」が

つくことから各施設には集学校の校長をリングロー株式会社で配置し、学校のようなイメ

ージをとりつつ展開する予定です。熊石地域は、子どもたちも少ないのでどちらかという

と高齢者向けで、高齢者が集い、会話をするような場所を提供しながらパソコンの活用を

図っていく狙いではないかと考えております。 

○教育長 コミュニティの場になってもらえればということですね。よろしいでしょうか。



他にございませんか。 

○松永委員 教職員住宅は関内ということで少し遠いと思うのですが、どうなんでしょう

か。 

○熊石教育事務所長 はい。リングロー株式会社に確認中ですが、２名常駐職員を配置し

たいという希望です。現在、泊川小学校のグランド敷地内に元の校長住宅１棟１戸があり

ます。そちらについては、既に普通財産になっておりますので、そこと併せて距離は少し

遠いのですが、関内の空き住宅２棟２戸を用意して提供しようという計画でございます。

リングロー株式会社の方にも、１度現地を下見していただいており、場所等については確

認いただいております。もしも、関内の場所が遠いということであれば、近くの公営住宅

で料金はかかりますが、そういう選択肢もできると考えております。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

○福田委員 先ほどの説明で１１月に住民向け説明会を行うとありましたが、それはリン

グロー株式会社が行うのでしょうか。それとも町が行うということでしょうか。 

○熊石教育事務所長 今まで全国６か所で行っていた結果を見ますと、リングロー株式会

社が主体で地元向けに説明を行い、町はサポート的な立場の説明会と考えております。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第８号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第８号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第１０ 議案第９号 

○教育長 日程第１０ 議案第９号「教育財産（教職員住宅）の所管換え及び種別替えに

ついて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○熊石教育事務所長 議案第９号教育財産 教職員住宅の所管換え及び種別替えについて

引き続きご説明申し上げます。議案書１６ページ、１７ページです。 

 所管換え等の理由については、平成２９年３月末で閉校した相沼小学校に付属する教職

員住宅であり、熊石地域の学校統廃合によりまして、今後においても教職員の入居を見込

むことが困難なことから、行政財産の用途を廃止し、普通財産に種別替えを行い、町有財

産の有効活用のため、町の総務課へ所管換えを行いたいところでございます。 

 所管換え等をしようとする教職員住宅は、場所としては旧第二中学校のグラウンド向か

い側にある物件です。 

地番が、熊石折戸町４６１番地３６、１棟１戸、住宅番号はＺ－１１、建築年月日が平

成７年１２月６日、構造が木造で敷地が町有地、床面積６５．４１平方メートルです。 

 所管換えを受ける財産管理者が八雲町総務課です。 

所管換え等の年月日は令和３年１１月１日を予定しております。 

 この物件につきましては、近日中に一般競争入札により公売される予定であります。 

 なお、現在熊石地域の教職員住宅は全部で１０戸ですが、先程の議案とこの物件分を引

きますと８戸、入居戸数は７戸、空き戸数は１戸です。 



 また、これ以外に旧熊石高校公宅に４名及び町営住宅に３名の教職員が入居している状

況です。 

  以上で、議案第９号についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第９号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第９号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第１１ 報告第１号 

○教育長 日程第１１ 報告第１号「令和３年度ものづくり・アイディア作品展審査結果

について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○社会教育課長 報告第１号令和３年度ものづくり・アイディア作品展審査結果について

報告いたします。議案書１８ページをお開きください。 

八雲町公民館では、子どもの創造力を伸ばし、手作りの楽しさや工夫する喜びを体感し

てもらうことを目的に「子どもアイディア工作展」を開催し、本年は町内５小学校から１

４１点の作品の応募がありました。 

８月２７日に町内での審査会を実施し、町長賞、教育長賞、公民館長賞、北海道新聞社

賞のそれぞれ３点、計１２点を令和３年度ものづくり・アイディア作品展・第６７回函館

地方児童生徒発明工夫展に出展したところ、先月審査会が終了しました。 

議案書１９ページのとおり、八雲町の児童７名の作品が特別賞に選ばれ、これらの作品

については、現在北海道青少年科学技術振興作品展に出品されております。他に奨励賞４

点、入選１点が、また学校賞として町内２小学校が選出されましたので報告いたします。 

なお、本作品展の全出品数は記載のとおり１４点と聞いております。 

以上報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、報告第１号は報告済みといたします。 

 

◎日程第１２ その他 

○教育長 日程第１２ その他ですが、事務局から何かありますか。 

○体育課長 資料はございませんが、令和３年度文部科学大臣表彰の生涯スポーツ功労者

表彰の受賞が決定しましたのでご報告いたします。 

この生涯スポーツ功労者表彰は、過去４年以内に「北海道スポーツ賞」を受賞された方

を対象とするもので、本年度は北海道から生涯スポーツ功労者として３名、生涯スポーツ

優良団体として５団体の受賞決定しております。 

受賞した方は、去る９月１３日にご逝去されました八雲剣道連盟会長の故阿部順一氏で



す。 

故阿部順一氏は、八雲剣道連盟設立当初の昭和２７年から剣道の普及と青少年の健全育

成のため剣道指導に携わり、平成１１年から平成２２年までの１２年間、八雲町スポーツ

少年団本部本部長を、平成１５年から八雲町体育協会理事を務められており、これまでの

精力的な活動が評価され、令和元年度に北海道スポーツ賞を受賞し、この度の受賞となっ

ております。 

北海道スポーツ賞受賞後も剣道少年団の指導にあたり、これまで複数回出場しているね

んりんピック北海道代表を目指し、更なる技術向上と後継者育成のため鍛錬されておりま

したが、本年７月中旬に体調不良により函館市内の病院に入院し、生涯スポーツ功労者表

彰が決定した直後に残念ならがご逝去されました。 

被表彰者が表彰式前に死亡しておりますが、受賞が既に決定していることから、表彰規

定に基づき親族へ授与されることとなっております。 

なお、例年であれば１０月に文部科学省講堂で表彰式が開催されることとなっておりま

すが、コロナ禍により中止が決定しており、表彰状授与は別途スポーツ庁から指示がある

こととなっております。 

 以上、文部科学大臣表彰生涯スポーツ功労者表彰の受賞ついての説明とさせていただき

ます。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

（「なし」という声あり） 

 

◎閉会の宣言 

○教育長 無いようですので、本日の会議に提出した議案等の審議はすべて終了いたしま

した。これをもちまして、令和３年第１０回教育委員会会議を閉会いたします。大変お疲

れ様でした。 

 

 

     【閉会  午前１０時３２分】 

 


